
７ オウム病

（１）定義

オウム病クラミジア Chlamydophila（Chlamydia ）psittaci を病原体とする呼吸器疾患で

ある。

（２）臨床的特徴

主にオウムなどの愛玩用のトリからヒトに感染し、肺炎などの気道感染症を起こす。１～

２週間の潜伏期の後に、突然の発熱で発病する。初期症状として悪寒を伴う高熱、頭痛、全

身倦怠感、食欲不振、筋肉痛、関節痛などがみられる。呼吸器症状として咳、粘液性痰など

がみられる。軽い場合はかぜ程度の症状であるが、高齢者などでは重症になりやすい。胸部

レントゲンで広範な肺病変はあるが、理学的所見は比較的軽度である。重症になると呼吸困

難、意識障害、ＤＩＣなどがみられる。発症前にトリとの接触があったかどうかが診断のた

めの参考になる。

（３）届出基準

ア 患者（確定例）

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からオウム病が疑わ

れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、オウム病患者と診断した場合には、法第

１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。

イ 無症状病原体保有者

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、オウム病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定

による届出を直ちに行わなければならない。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。

ウ 感染症死亡者の死体

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、オウム病が

疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、オウム病により死亡したと判断した

場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。

  エ 感染症死亡疑い者の死体

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、オウム病に

より死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけれ

ばならない。

検査方法 検査材料

分離・同定による病原体の検出 咽頭拭い液、喀痰、

血液ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出

間接蛍光抗体法による抗体の検出（単一血清でＩｇＭ抗体の検

出若しくはＩｇＧ抗体２５６倍以上、又はペア血清による抗体

陽転若しくは抗体価の有意の上昇）

血清


